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１．はじめに
文部科学大臣から 2022 年２月に，第４期の

教育振興基本計画の策定について中央教育審議
会に対して諮問があり，それを受けての答申で
ある。

次期計画の策定に当たっては，教育基本法を
普遍的な使命としつつ，新たな時代の要請を取
り入れていく「不易流行」を検討の視座として
審議を行ったとしている。

この答申は，A４用紙で 77 ページ余りに及
んでおり，この計画のコンセプトとしては，「持 
続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会
に根差したウェルビーイングの向上」を掲げ，
５つの基本的方針のもと，16の教育政策の目標
と基本施策及びその指標がまとめられている。

ここでは中等教育に関する内容に焦点を当て
まとめているので，詳細については文部科学省
のホームページから，原文を参照されたい。
２．我が国の教育の現状と課題と展望について
⑴　教育の普遍的な使命

教育基本法の理念と目的の実現を目指すこと
は，先行きが不透明で将来の予測が困難な時代
においても変わることのない，教育の「不易」
であるとしている。

この教育振興基本計画は，「不易」を普遍的
な使命としつつ，社会と時代の「流行」の中
で，教育の羅針盤にあたるとしている。
⑵　現行の第３期計画期間中の成果と課題

教育基本法の改正後，第３期教育振興基本計
画（2018 年６月 15 日閣議決定）においては，

2030 年以降の社会の変化を見据えた教育政策
の在り方を示し，『教育を通じて生涯にわたる
一人一人の「可能性」と「チャンス」を最大化
する』ことを基本的な方針として掲げ，「教育
立国」の実現を目指して取組を進めてきている。

その成果は，初等中等教育段階では，PISA
等の国際調査でも高い学力水準を維持し，また
GIGA スクール構想により児童生徒１人１台の
端末と高速通信ネットワーク等の ICT 環境の
整備が図られた。さらに小学校おいては 35 人
学級の整備や高学年教科担任制の推進等による
教職員定数の改善もみられている。
⑶　社会の現状や変化への対応と今後の展望

これまでの教育計画の課題としては，少子化
や人口減少や高齢化の進展等に伴い，子供の貧
困の固定化などが社会の課題として取り上げら
れている。

そこで，これからの 2040 年以降の社会を見
据えたとき，予測できる社会の変化としては，
人口減少が進み，現在の生産年齢人口である
15 〜 64 歳の人口は，2050 年には現在の３分の
２に減少すると推定されている。

我が国の労働生産性は国際的に見て低いとさ
れており，このままでは社会経済の活力や水準
の維持が危ぶまれる状況にある。

さらに，AI やロボットの導入により，特定
の職種では雇用が減少し，今後は問題発見能力
や的確な予測，革新性といった能力がより一層
求められ，労働市場の在り方や働く人に必要と
されるスキルが変容するとみられている。
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経済先進諸国においては，経済的な豊かさの
みならず，精神的な豊かさや健康までを含めた
幸福や生きがいを指標とした「ウェルビーイン
グ（Well-being）」の考え方が重要視されてき
ている。

これからの社会では，多様化が進む中で，障
害の有無や年齢，文化的・言語的背景，家庭環
境などにかかわらず，誰一人取り残すことな
く，誰もが生き生きとした人生を享受すること
のできる共生社会の実現を目指す必要がある。

また，成年年齢や選挙権年齢が 18 歳に引き
下げられたことにより，若者の自己決定権が認
められ，また，こどもに関する基本法及び家庭
庁設置法が施行され，子供の権利や利益への対
応も必要になってきている。

さらに，これからの未来社会像については，
第６期科学技術・イノベーション基本計画にお
いて，持続可能性と強靱性を備え，国民の安全
と安心を確保し，一人一人が多様な幸せを実現
できる，人間中心の社会としての「Society 5.0

（超スマート社会）」の実現が期待されるとして
いる。

これからの社会の現状や変化を踏まえて，
2040 年以降の社会を展望したとき，教育こそ
が，社会をけん引する駆動力の中核を担う営み
であり，人間中心の社会を支えるシステムとな
る時代が到来しているとの認識の下，目指すべ
き社会像の中での教育の在り方が示されている
としている。
⑷　教育政策に関する国内の動向

第３期計画期間中には，中央教育審議会にお
いて，「学校における働き方改革」答申，「令和
の日本型学校教育」答申，「高等教育のグラン
ドデザイン」答申，「第３次学校安全の推進に
関する計画の策定」答申，「令和の日本型学校
教育を担う教師の養成・採用・研修等の在り
方」などの教育施策が答申されてきたが，ここ
ではその内容は省略する。

３．今後の教育政策に関する基本的な方針
我が国の教育をめぐる現状や課題や展望を踏

まえ，本答申では 2040 年以降の社会を見据え
た教育政策における基本方針として，「持続可
能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差
したウェルビーイングの向上」を掲げている。

この両者については，今後我が国が目指すべ
き社会及び個人の在り様として重要な概念である
とし，その実現に向けた取組が求められている。

その総括的な基本方針としては，「2040 年以
降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の
育成」及び「日本社会に根差したウェルビーイ
ングの向上」が掲げられ，次の５つの基本方針
を示している。
⑴グローバル化する社会の持続的な発展に向け

て学び続ける人材の育成
我が国においては少子化・人口減少が著し

く，将来にわたって財政や社会保障などの社会
制度を持続可能なものとし，現在の経済水準を
維持しつつ，活力あふれる社会を実現していく
ためには，一人一人の生産性向上と多様な人材
の社会参画の必要性が求められている。

そこで Society 5.0 においては，「主体性」，
「リーダーシップ」，「創造力」，「課題設定とそ
の解決能力」，「論理的思考力」，「表現力」，

「チームワーク」などの資質と能力を備えた人
材が期待されている。
⑵日本に根差したウェルビーイングの向上

ウェルビーイングの実現には，多様な個人そ
れぞれが幸せや生きがいを感じるとともに，地
域や社会が幸せや豊かさを感じられるものとな
ることであり，教育を通じて日本社会に根差し
たウェルビーイングの向上を図っていくことが
求められている。

これまでの計画の基軸を発展的に継承し，誰
でもが地域や社会とのつながりや国際的なつな
がりを持つことができるような教育を推進する
ことで，個人と社会のウェルビーイングの実現
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を目指すことが重要であるとし，次の５つの基
本的な方針が示されている。
①　グローバル化する社会の持続的な発展に向

けて学び続ける人材の育成
我が国がこれからも活力あふれる社会として

持続していくためには，質の高い教育により一
人一人の生産性や創造性を一段と伸長させてい
くことが急務であるとしている。
「令和の日本型学校教育」答申において指摘

されている「正解（知識）の暗記」，「正解主
義」への偏りから脱却し，学びの動機付けや幅
広い資質・能力の育成に向けて「主体的・対話
的で深い学び」の視点からの授業改善を行っ
て，社会の持続的な発展を生み出す人材養成を
求めている。
②　誰一人取り残さず，全ての人の可能性を引

き出す共生社会の実現に向けた教育の推進
（共生社会の実現に向けた教育の考え方）
一人一人の多様なウェルビーイングの実現の

ためには，誰一人取り残さず，全ての人の可能
性を引き出す学びを，学校をはじめとする教育
機関の日常の教育活動に取り入れていく必要が
ある。
③　地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現

に向けた教育の推進（社会教育を通じた持続
的な地域コミュニティの基盤形成）
社会教育は，地域住民が共に学ぶものであ

り，地域コミュニティ形成の営みという性格を
強く有している。近年，防災，福祉，産業振
興，文化交流など，広義のまちづくり・地域づ
くりに関する多様な行政分野において，その地
域課題の解決に向けて，関係省庁が地域コミュ
ニティに関する政策を提示している。これらの
政策は地域コミュニティが維持されていてこそ
機能するものであり，社会教育の役割が重要と
なる。
④　教育デジタルトランスフォーメーション
（DX）の推進（DX に至る３段階）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は，デ
ジタル化を飛躍的に推進する「デジタル田園都
市国家構想基本方針」（2022 年６月７日閣議）
を決定した。

今後，社会での DX（デジタルトランスフォー
メーションとはデジタル技術を活用し，業務・
事業経営を変革させること）やメタバースの活
用（インターネットを利用した３次元の仮想空
間やサービス）や Web3.0（特定の管理者がい
ない分散型インターネット） 等の推進に向けた
環境整備が加速していく中で，教育の分野にお
いて ICT を活用することが特別なことではな
く「日常化」するなど，デジタル化を更に推進
していくことが求められるとしている。
⑤　計画の実効性確保のための基盤整備と対話 
（教育政策推進の実効性の確保）
基本的な方針の①〜④までの教育政策を推進

し，本計画の実効性を確保するためには，経済
的・地理的状況によらず，子供たちの学びを確
保するための支援，指導体制・ICT 環境の整
備，地方教育行政の充実など，安全安心で質の
高い教育環境の整備や，大学等の教育機関の機
能強化などを図ることが重要であると指摘して
いる。
４．今後の教育政策の遂行に当たっての評
価と投資等の在り方について

⑴教育政策の持続的改善のための評価と指標の
在り方について
教育政策を推進するに当たっては，法令を遵

守するとともに，より効果的・効率的な教育政
策の企画・立案等を行う観点や，国民への説明
責任を果たす観点から，客観的な根拠を重視し
た行政運営に取り組むことが重要である。

特に，教育政策は，幼児，児童，生徒及び学
生の成長や可能性の伸長等を目指して行われる
ものであって，一人一人の様々な教育ニーズを
踏まえた教育活動が求められている。

このため，教育の成果は多様であり，その評
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価は多角的な分析に基づくべきものであること
に留意する必要があるとしている。

教育政策の企画・立案段階では，目標とその
具体的な施策を総合的かつ体系的に示すことが
重要である。そのためには，過去の取組のフォ
ローアップや政府統計を含む多様なデータとそ
の分析及び教育現場との連携等を通じて明らか
になった課題を踏まえつつ，客観的な根拠を重
視して企画・立案に努めるように求めている。

さらに，企画・立案段階から，目標の達成状
況に関する指標設定等を通じ，客観的な根拠を
把握し，活かせる仕組みを組み込んでおくこと
が重要であるとしている
⑵教育投資の在り方について
「未来への投資」としての教育投資の意義
教育は，個人の社会的自立の基礎を築き，

ウェルビーイングを実現するものであると同時
に，教育の成果は，単に個人に帰属するだけで
なく，広く社会全体に還元され，社会の維持・
発展の原動力となるものである。

教育の人材育成に必要な「人への投資」は成
長への源泉であり，国や企業による教育機関や
個人への投資は，それを受ける立場に立てば分
配の意味を持っている。

我が国においては，デジタル化の一層の進展
などにより社会が大きく変革する中で，人口減
少に伴う労働力不足が心配されている。

特に，創造性を発揮し付加価値を生み出して
いく原動力は人であり，人への投資を通じた「成
長と分配の好循環」を生み出すためにも，教育
への効果的な投資を重視すべきとしている。
５．今後 2023 年度から2027年度までの５
年間の教育政策の目標と基本施策について
目標としては，16 項目があげられ，それぞ

れ①教育政策の目標，②目標を実現するための
基本施策，③目標の進捗状況を把握するための
指標が示されているが，紙面の都合で「目標１」
のみ，その「基本施策」と「指標」を記述した

が，他の項目については，「目標」だけの記述
にとどめ他の項目は省略した。
「目標⑴確かな学力と幅広い知識と教養・専

門的能力・職業実践力の育成」では，学校段階
間や学校種間及び学校と社会との連携を図りつ
つ，各学校段階を通じて，知識・技能，思考
力・判断力・表現力，学びに向かう力，人間性
等の確かな学力の育成及び幅広い知識と教養，
専門的能力，職業実践力などを育成する。

なお，初等中等教育段階では，多様な個々の
状況に応じた学びの実現を目指すとしている。
「基本施策」としては，「個別最適な学びと協

働的な学びの一体的充実」，「新しい時代に求め
られる資質・能力を育む学習指導要領の実施」，

「幼児教育の質の向上」，「高等学校教育改革」，
「社会に開かれた教育課程」等を実現する。

また，普通科改革や産業界などの外部リソー
スも活用した実践的な教育等を通じて，各高等
学校の特色化・魅力化を一層促進し，生徒の学
習意欲を喚起し，地域，高等教育機関，行政機
関等との連携を推進すべきとしている。
「指標」としては，知識・技能，思考力・判

断力・表現力や，学びに向かう力・人間性等の
資質・能力の調和がとれた個人を育成する。

PISA の科学的リテラシー及び数学的リテラ
シーについては，世界トップレベルである現状
の水準を維持し，読解力については同水準への
到達を目指すべきとしている。
「目標⑵豊かな心の育成」では，子供たちの

豊かな情操や道徳心を培い，正義感，責任感，
自他の生命の尊重，他者への思いやり，自己肯
定感，人間関係を築く力，社会性などを育み，
子供の最善の利益の実現と主観的ウェルビーイ
ングの向上を図るとともに人格形成の根幹及び
民主的な国家・社会の持続的発展の基盤を育む
としている。
「目標⑶健やかな体の育成，スポーツを通じ

た豊かな心身の育成」では，生涯にわたって運
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動やスポーツに親しむ資質・能力を育成すると
ともに，生活習慣の確立や学校保健の推進等に
より，心身の健康の増進と体力の向上を図ると
している。
「目標⑷グローバル社会における人材育成」

では，伝統と文化を尊重し，それらを育んでき
た我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重
し，国際社会の平和と発展に寄与する人材の育
成を掲げている。
「目標⑸イノベーションを担う人材育成」では，

新たな価値を生み出す創造性を有し，既存の様々
な枠を越えて活躍できる人材を育成する。
「目標⑹主体的に社会の形成に参画する態度の

育成と規範意識の醸成」では，公共の精神に基
づき，主 体 的 に 社 会 の 形 成 に 参 画し，そ の 
発展に寄与する態度と規範意識を身に付け，自然
を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養う。
「目標⑺多様な教育ニーズへの対応と社会的

包摂」では，多様なニーズを有する子供たちに
対応するため，社会的包摂の観点から個別最適
な学びの機会を確保する。
「目標⑻生涯学び，活躍できる環境整備」で

は，人生 100 年時代を見据え，生涯現役で活躍
できる環境を整備する。
「目標⑼学校・家庭・地域の連携・協働の推

進による地域の教育力の向上」では，学校・家
庭・地域が連携・協働することにより，地域社
会との様々な関わりを通じて子供たちが安心し
て活動できる居場所づくりや，地域全体で子供
たちを育む学校づくりを推進する。
「目標⑽地域コミュニティの基盤を支える社

会教育の推進」では，地域コミュニティの基盤
強化に向けて，地域住民の学びの場である社会
教育施設の機能強化や社会教育人材養成等を通
じ，社会教育を推進する。
「目標⑾教育 DX の推進・デジタル人材の育

成」では，教育において ICT の活用が日常化
するよう，初等中等教育段階では，当面 DX の

第３段階を見据えながら，第１段階から第２段
階への移行を着実に進めるとともに，第３段階
に相当する先進事例の創出，高等教育における
デジタル人材育成，社会教育分野のデジタル活
用推進等に取り組むべきとしている。
「目標⑿指導体制・ICT 環境の整備，教育研

究基盤の強化」では，教師の養成，採用，研修
の改革や，魅力ある優れた教師の確保・資質能
力の向上を進める。教師が教師でなければでき
ないことに注力できる体制を整備する。
「目標⒀経済的状況や地理的条件によらない

質の高い学びを確保する」では，家庭の経済状
況や地理的条件によらず，希望すれば誰もが質
の高い教育を受けられるように，教育費負担の
軽減を図るとともに，へき地や過疎地域等にお
ける学びの支援を行う。
「目標⒁ NPO・企業・地域団体等との連携・

協働」では，NPO や企業，地域団体等との連
携・協働により，学校外の多様な担い手による
学びの提供や多様な支援体制の確保を図り，学
びの多様化や地域と一体化した活動を推進す
る。
「目標⒂安全・安心で質の高い教育研究環境

の整備，児童生徒等の安全確保」では，学校施
設の安全・安心を確保しつつ，新しい時代の学
びを実現するため，教育環境向上と老朽化対策
の一体的な整備等を進めるとともに，教材，学
校図書館，社会教育施設等の学校内外における
教育環境を充実する。さらに，子供たちが安
心・安全に学校生活を送ることができるよう
に，学校安全を推進する。
「目標⒃各ステークホルダーとの対話を通じ

た計画策定やフォローアップ」では，子供を含
む各ステークホルダーからの意見聴取・対話を
行い，計画へ反映させる等，当事者の意見を取
り入れた計画の策定・実施を推進する。

以上が，達成目標として掲げらている。


